
事 務 連 絡 

令和５年 12月 28日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 63） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

  



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



 

 

 事  務  連  絡 

令和５年 12 月 28 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課( 部) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 63） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい

て」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より

実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料

を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただく

ようお願いします。 
 



医－１ 

医科診療報酬点数表関係 

【在宅医療】 

問１ 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超

える往診又は訪問診療（以下、「往診等」という。）については、当該保

険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認め

られることとされており（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上

の留意事項について」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号））、具体的

には、①患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療

に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める

診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療

機関が往診等を行っていない場合などが考えられる（「疑義解釈資料の送

付について（その７）」（平成 19 年４月 20 日付医療課事務連絡））とされ

ている。 

半径 16 キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往

診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事

情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等

を受けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。 

 
（答） ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、「絶対的な理由」に含ま

れる。 
具体的には、往診や訪問診療（以下、「往診等」という。）の依頼を受

けた、半径 16 キロメートルの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の
医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、
当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師がいるかを確認
し、 

① 患者から「いない」と回答を得た場合 

② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径 16 キロメート

ル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を

行い、対応不可との返答があった場合又は往診等の依頼の場合には連絡

がつかなかった場合 

には、半径 16 キロメートルの外の保険医療機関による往診等が可能であ

る。 

 ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、

事後に、半径 16 キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしてい

る保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。 

 

（別添１） 



 

歯－１ 

歯科診療報酬点数表関係 

 

【在宅医療】 

問１ 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超

える往診又は訪問診療（以下、「往診等」という。）については、当該保険

医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認めら

れることとされており（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号））、具体的に

は、①患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に

専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療

に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関

が往診等を行っていない場合などが考えられる（「疑義解釈資料の送付に

ついて（その７）」（平成 19 年４月 20 日付医療課事務連絡））とされてい

る。 

半径 16 キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往

診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事情

で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受

けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。 

 
（答） ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、「絶対的な理由」に含まれ

る。 
具体的には、歯科訪問診療の依頼を受けた、半径 16 キロメートルの外

の保険医療機関が、当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療の必要性
を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相
談等を行っている保険医療機関や歯科医師がいるかを確認し、 

① 患者から「いない」と回答を得た場合 

② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径 16 キロメートル

以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行

い、対応不可との返答があった場合又は歯科訪問診療の依頼の場合には

連絡がつかなかった場合 

には、半径 16 キロメートルの外の保険医療機関による歯科訪問診療が可能

である。 

 ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、

事後に、半径 16 キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている

保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。 

  

（別添２） 
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